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茅ヶ崎市スポーツ少年団 

令和 8年４月度 本部常任委員会議事録 

日 時 ：令和8年４月５日(日) 18：00 ～１9：４５ 

場 所 ：茅ヶ崎市総合体育館 第1会議室 

参加者：桝本部長、緒方副本部長、湯川副本部長、細川、板屋、増川、岩本、滝口(記) ※敬称略 

       

1．議題 

(1) 事務局連絡 (スポーツ推進課) 

➣委員総会(4月19日)について) 

添付の総会資料(事業報告、事業計画、決算・予算)の確認お願い 

⇨ 議決：添付資料の事業報告、事業計画、決算・予算)を精査し、間違い・漏れ・追加(詳細は省略)を 

行った。尚、桝本部長は当日海外出張予定のため欠席との事、了承。 

➣令和８年度スポーツ少年団登録について 

 ・登録締め切りは4月30日(木)、追加登録は9月15日まで随時受付け 

 ・登録料支払いは5月3日(日)13時から14時30分 

   ⇨ 議決：了承 

(2) 種目別委員会報告 

➣野球の部(増川委員) 

・Ｒ８年度の大会について、１部を6月(6/27～7/11)より実施する。⇨ 議決：了承   

(3) 指導協委員会報告(板屋委員) 

  県・スポ少より板屋委員を今年度の県・指導協委員長への就任を要請され、前向きに検討中との事。 

⇨ 議決：茅ヶ崎市スポ少としても是非、板屋委員に県・指導協委員長への就任を要望する。 

(4) 事業委員会報告(代理・板屋委員) 

  ・今年度の事業委員会の新委員長については６月に見直しをするが、青戸氏に就任依頼をする予定。 

⇨ 議決：了承。総会にて事業委員会に関する実情を説明する。 

(5) ジュニアリーダー委員会報告(岩本委員) 

  今年度の県・ジュニアリーダー指導者として、梅田・尾俣さんと三ヶ丘・岩本委員を登録申請した。 

  尚、今年度のリーダー登録はなし。⇨ 議決：了承。4月19日の総会にて、ジュニアリーダーの募集を 

兼ねた宣伝をする。   

(６) 広報委員会報告(滝口委員) 

 ・今年度の団連絡担当者が決定した。 

 ・新ＨＰの立上げに不安があるため、当面は新旧ＨＰを併設したい。尚、新ＨＰの名称は「茅ヶ崎市ス 

ポーツ少年団 公式サイト」とした。従来ＨＰは滝口委員が担当し、新ＨＰ管理は岩本委員が担当する。 

⇨ 議決：上記２件、了承 

(７)財務委員会(細川委員) 

 ・「スポーツ少年団の行事及び会議に伴う弁当代と駐車料金の負担に係る取扱いについて(内容略)」を見直

した。⇨ 議決：了承  

２．その他(緒方副本部長) 

 ・3月度の県・本部長会議に代理出席した際の情報で、登録料値上げがＲ10年度より実施の方向である事 
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が確認された。茅ヶ崎市としては反対を表明したが国の決定であり不可避の状況である。 

現状、日本スポーツ少年団（国）に支払っている登録料は団員300円、指導者700円である。 

⇨ 議決：了承 

                                        －以上－ 

 

       次回 ： 令和 8 年５月 3 日(日) 12 時～  場所：総合体育館 第 1 会議室  


